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右
の
質
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主
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す
る
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特
に
、
個
人
事
業
税
は
二
重
課
税
的
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
零
細
企
業
に
と
つ
て
は
生
活
費
に
く
い
込
む
苛か

酷

な
税
制
と
な
つ
て
い
る
。 

今
日
、
個
人
企
業
の
税
制
に
対
す
る
要
望
は
き
わ
め
て
強
い
も
の
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
現
行
税
制
の
も

と
で
は
、
個
人
企
業
は
企
業
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
生
業
の
域
に
止
ま
つ
て
い
る
。 

一 

事
業
主
報
酬
に
つ
い
て 

個
人
企
業
の
税
負
担
の
軽
減
を
は
か
る
と
と
も
に
、
経
営
の
近
代
化
、
合
理
化
に
資
す
る
た
め
、
政
府
は
次
の

措
置
を
と
る
考
え
が
あ
る
か
ど
う
か
明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

 
個
人
企
業
に
お
げ
る
完
全
給
与
制
と
し
て
青
色
専
従
者
完
全
給
与
制
と
と
も
に
、
青
色
申
告
者
の
勤
労
性
所

得
を
「
事
業
主
報
酬
」
と
し
て
認
め
る
考
え
は
な
い
か
。 
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四 
二 
事
業
主
控
除
、
個
人
事
業
税
に
つ
い
て 

個
人
事
業
税
に
お
け
る
現
行
事
業
主
控
除
は
二
十
七
万
円
（
地
方
税
法
改
正
案
三
十
二
万
円
）
で
、
事
業
主
の

勤
労
性
所
得
に
対
し
事
業
税
を
か
け
て
い
る
に
等
し
い
。 

こ
れ
を
個
人
企
業
の
完
全
給
与
制
（
青
色
申
告
者
に
対
す
る
事
業
主
報
酬
）
に
よ
つ
て
、
勤
労
性
所
得
に
は
事

業
税
を
課
さ
な
い
こ
と
と
し
、
さ
し
当
た
り
、
零
細
な
個
人
業
者
の
生
活
費
に
事
業
税
を
課
し
て
い
る

苛か

酷
な

税
制
を
改
め
る
た
め
、
事
業
主
控
除
の
引
上
げ
が
不
十
分
で
あ
る
の
で
、
さ
ら
に
大
幅
に
引
き
上
げ
る
べ
き
で

は
な
い
か
。 

三 

個
人
事
業
用
資
産
の
生
前
贈
与
に
つ
い
て 

農
地
に
お
け
る
生
前
贈
与
特
例
と
同
様
に
、
中
小
企
業
の
後
継
者
育
成
対
策
と
し
て
、
個
人
事
業
用
資
産
に

つ
い
て
も
生
前
贈
与
特
例
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


